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「あなたの土地買い取ります」
原野商法二次被害に注意！

令和２（2020）年　８月号

お互いに　一声かけて見守りを！

　過去に原野等の二束三文の土地を購入させら
れた消費者に対して、電話や自宅を訪問して「土
地を買い取る」とだましの勧誘が。

●�土地の売却と別の土地の購入がセットになっていた
り、手続き費用を請求されたりします。

●�一度お金を払ってしまうと取り
戻すことは非常に困難です。
　きっぱりと断りましょう。

●少しでも不審な点を感じたら
　消費生活総合センターまで相談して下さい。


